
問い合わせ先：肝付町役場　農業振興課　農政係　☎ 65-8417（直通）

【つる割病について】
・フザリウム菌が原因で発⽣し、つるが割れ、⽴ち枯れやいもの腐れなどが発⽣します。

【感染経路】
・種いもによる感染、苗からの感染が多い。ハサミや鎌などからの接触感染やほ場内での伝
染により拡⼤します。

【主な対策】
・病気被害のないほ場から種いもを採取する
・バイオ苗や飼料作物ほ場で種いもを⽣産する。
・苗床を消毒する。
 （クロルピクリン、バスアミド粒剤など）
・ベンレート⽔和剤による苗消毒を実施する。
 （薬剤の希釈当⽇に使い切る）
・ハサミ、鎌を定期的に消毒する。
・ほ場感染を防ぐために排⽔性を向上させる。
・⼟壌消毒を実施する
 （クロルピクリン、バスアミド粒剤など）
・でん粉⽤品種「ダイチノユメ」への品⽬転換
・活着促進のための畑かん利⽤  など

◇ 事業の対象者：農業者、農業者組織、任意組織、法⼈ 
◇ 対  象  農  地：肝属中部畑かん受益内の農地
◇ 対象品⽬
  ①ばれいしょ、さといも、ごぼう、ブロッコリー、キャベツ、⼈参、⽣姜
  ②その他、事前審査で認められた品⽬
◇ 補助額
  作 付 １ 年 ⽬：⾯積 20a 以上に対して定額 10 万円
  作 付 ２ 年 ⽬：⾯積 20a 以上に対して定額 5 万円
◇ 申  込  期  限：平成 31 年 2 ⽉ 28 ⽇（⽊）
◇ 問い合わせ先：肝付町役場 農業振興課 農政係 ☎ 65-8417（直通）

肝属中部畑かん受益地内で新規に露地野菜を⽣産・販売する農業者を⽀援します。

 シロユタカやコガネセンガンを中⼼に、つる割病を主因とした被害が県内広範囲で発⽣
しています。被害を軽減し、安定した収量を得るために防除対策を実施しましょう。
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